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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 12月中 

基準日 ９月30日 

株券の種類 壱万株券 千株券 百株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え (注)１  

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号  
ユーエフジェイ信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 
ユーエフジェイ信託銀行株式会社 

  取次所 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り 
(注)１ 

 

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 
ユーエフジェイ信託銀行株式会社証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号 
ユーエフジェイ信託銀行株式会社 

  取次所 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞(注)２，３ 

株主に対する特典 

毎年９月30日及び３月31日現在、所有株式数が100株以上の株主及び実質株主に対
し、毎年９月末権利確定株主には翌年１月１日から６月30日まで、毎年３月末権利確
定株主には当年７月１日から12月31日までの「乗換案内PREMIUM」半年間利用権を贈
呈する。 

(注) １ 平成17年９月８日開催の取締役会において、名義書換代理人の変更が決議され、次のとおりとなりまし

た。 

  （平成17年10月１日から実施） 

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

２ 平成17年12月22日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、「電子公告制度の導入のため

の商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）に基づき、公告の方法は電子公告となりまし

た。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済

新聞に掲載して行います。 

３ 決算公告については、当社ホームページ（http://www.jorudan.co.jp/ir/）上に貸借対照表および損益

計算書を掲載しております。 




